
通行ルールが変わります

佐久警察署からのお知らせ
回 覧

～ 望月支所南西交差点一灯点滅信号機の撤去 ～

【現行】

【変更後】

全方向 ： 交差点（停止線）手前で一時停止

南北(①・③) ： 見通しが悪い交差点のため、最徐行して通行
東西(②・④) ： 交差点(停止線)手前で一時停止

【効果 ～信号機から一時停止標識へ 「視認性の向上」～】
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一灯点滅信号機
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一時停止標識

望月地域
コミュニティセンター

望月地域
コミュニティセンター

令和６年度中に実施予定

【お問い合わせ先】 佐久警察署交通課 規制係
電話 ６８－０１１０

Ｎ

Ｎ


